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1. 本書は金融商品取引法第 �� 条の � の規定により作成した説明書です。同法第 �

条第 �� 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第１号に規定する取引
に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。外
国為替証拠金取引は、独特の特徴、リスク及び仕組み等がありますので、取引
を開始するに当たっては本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。 

2. 外国為替証拠金取引は、少ない証拠金で予め合意された外貨金額の取引を行い
ます。 

3. 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずる
ことがあり、かつ当該損失の額がお客様からの委託証拠金を上回るおそれがあ
ります。 

4. お客様を相手方とした店頭金融先物取引（外国為替証拠金取引）の注文は、当
社が取次、外国為替証拠金取引としてマレーシア LOFSA 管轄下のオフショア投
資銀行である City Credit Investment Bank Limited.,及びベリーズ（Belize）
政府商務省管轄下の金融商品取引業者である Zenith Markets Inc.にて、カバ
ーしています。 

5. 外国為替証拠金取引は、お客様からお預かりした取引証拠金を当社の自己資金
とは別に全額をソシエテジェネラル信託銀行株式会社の信託口座にて分別保管
しております。信託口座へ入金されるまでの間は、一時、金融庁長官の指定す
る金融機関の証拠金等顧客預託口にて、当社の固有財産とは分別して管理して
おります。 

6. 当社、一時保管金融機関及びカバー取引先の相手方の信用状況によってお客様
が損失を被る危険性があります。 

7. 取引対象である通貨の金利変動によりスワップ金利が受取りから支払いに転じ
ることもあり、その場合には損失が生じるおそれがあります。 

8. 取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことに
より、取引システムに係る処理の遅延、または注文の発注、執行、確認、取消
などが行えない可能性があります。 

9. 売り付け価格と買い付け価格には差があるため、市場の相場状況により拡大す
ることがあります。 

10. お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）
はできません。 

11. 手数料 
詳細は、「Horizon FX」取引概要、「Horizon FX MINI」取引概要及び当社関連
ホームページをご参照ください。 
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 �!"#�!"#�!"#�!"# ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����外国為替証拠金取引には下記の通り様々なリスクが存在しています。取引を行う際にそのことを十分にご理解していただく必要があります。 1. 取引適合性に関するリスク 外国為替証拠金取引は、すべての方に無条件に適しているものではありません。それぞれの取引目的、経験、知識、財政状態、財務計画など様々な観点から、お客様が取引を開始することが適切であるかどうかについてお客様ご自身で十分に検討していただく必要があります。 2. 元本割れ又は元本を上回る損失を被るリスク 外国為替証拠金取引はお客様が当社に差入れた証拠金元本が保証されるものではありません。下 記に掲げるリスクによって、元本割れ又は元本を上回る損失を被る可能性もあります。                    3. 価格変動に関するリスク 外国為替証拠金取引は外国為替レートを指標として行う取引であり、外国為替レートがお客様に とって不利な方向に変動した場合には、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動如何 によっては損失の額は預託していただいた金額を上回る可能性があります。従って、お客様が当 社に差入れた証拠金の元本または取引による収益が保証されるものではなく、元本割れ若しくは 元本を上回る損失を被る可能性もあります。    4. レバレッジに関するリスク               外国為替証拠金取引は、少ない証拠金で予め合意された外貨金額の取引を行うものです。このようなレバレッジ作用（てこの作用）を伴うため、外国為替証拠金取引には通常の通貨の売買に比べて大きなリスクが伴います。実際の取引金額に比べて投資元本である証拠金の額は小さいため、相対的に大きなポジションを持つこととなり、小さな市場の動きによってお客様の保有するポジションの評価損益は大きく変動することになります。市場がお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、お客様の外国為替証拠金取引口座内の有効証拠金の額が必要証拠金の額を下回った場合、当該状態を解消するために、所定の期間内に、保有する一部または全部のポジションを決済するか、あるいは新たに証拠金を差入れるか、のいずれかを選択しなければならなくなります。さらに市場がお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、お客様の外国為替証拠金取引口座内の有効証拠金の額が必要証拠金の額の 25％（この比率は将来変更することがあります）を下回った場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの一部または全部が強制的に決済されることになります。このようなレバレッジ取引では差入れた資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな投資元本で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、差入れた投資元本全額を失う、あるいは差入れた投資元本の額を大幅に超えて損失を被る可能性も同時に存在します。 5. ロスカットルールに関するリスク 外国為替証拠金取引は、お客様の外国為替証拠金取引口座内の有効証拠金の額が必要証拠金の額の 25％（この比率は将来変更することがあります）を下回った場合、当社はお客様の保有する未
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決済ポジションの一部または全部を自動的に反対売買によって決済することとなりますが、このルールは必要証拠金の25％の残高の確保を保証するものではありません。為替相場の急激な変動、或いは日曜日など非取引時間を挟んで為替相場が大きく変わった場合など、お客様が差入れている証拠金の額以上の損失が�� 、証拠金残高がマ�� スとなる可能性もあります。       
� . 損失を� 定させるための�� 方	 に関するリスク 損失を� 定させることを意
 した� 定の�� 方	 は、通常の市場�
 ではお客様の損失を� 定する効� があると� えられますが、状� によって有効に� 能しないことがあります。� えば、マーケットレートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定したレートよりも不利なレートで� 定する可能性があり、意
 していない損失を被ることがあります。  
� . 市場状� に関するリスク 経済、政� または金融�� などの変� により、時には市場が大幅に激しく変動する場合もありま す。また、外国政� の� 制� 外国為替市場の� 制などにより取引�� が行われる場合、通��  の!" などで取引が実行できなくなる場合など、不# の$ 態により、予%外の損失を�� る可能 性があります。また、市場の状� によっては、お客様が保有するポジションを決済すること� 新 たにポジションを保有することが&' となることがあります。外国為替市場には( 幅制� がなく、 
�) な通貨* 理が行われていない日本+ を,-. 要国通貨の場合、通常高い/ 動性を0 していま す。しかし、. 要国での1 日� 、23 ー4 ーククロー5 間際67 始の8 ー9 ンにおける取引、あ るいは: から/ 動性の; い通貨での取引は、当社の通常の取引時間< であっても市場の状� に よっては、レートの=0 が&' になる場合もあります。その> 、?@ A 変、BC 、D ロ、政変、 為替* 理政E の変更、同FG 業H の�I な状� 下で� 定の通貨の取引が&' または不可能となる 可能性もあります。 
J. 金利KL に関するリスク 外国為替証拠金取引では、取引通貨間におけるスMッ9 金利が日々N� します。お客様が金利の 高い外貨を買いO てしている場合、スMッ9 金利をP け取ることができますが、売りO てしてい る場合は逆にKL いが�� ます。      
Q.� 用状� に関するリスク  外国為替証拠金取引は、RS 金融先物取引として、取引の相� 方の� 用状� に関するリスクがあります。当社の外国為替証拠金取引では、お客様からお預かりした証拠金を当社の自T 資金とは
) に全額をU シVD ジWXY ル� 託Z 行[\ 会社の� 託口座にて分) 保* しております。� 託口座] 入金されるまでの間は、一時、金融^ 長_ の指定する金融� 関の証拠金H` 客預託口にて、当社のa 有財b とは分) して* 理しております。従って、お客様は当社、一時保* 金融� 関c d当社のカバー取引先の� 用状� に対するリスクをe っています。 1f . 外国為替証拠金取引の性g に関するリスク 当社の行う外国為替証拠金取引は取引所を通� て行うものではありません。当社のカバー取引先は、外国為替証拠金取引に関してお客様の取引の相� 方当$ 者として行動します。このような性
g からして、外国為替証拠金では取引のh 行を当$ 者同i の�j にk 存する部分が取引所l 託取引と比べてよりmくなります。従って、お客様は外国為替証拠金取引を開始するn に、取引の性
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g とリスクcdop�q の内r について十分理解する必要があり、十分に�j できる取引業者を選定する必要があります。 11. 外国為替取引st 取引シスDu の利用に関するリスク 当社の外国為替証拠金取引は、vw として� ンx ーX ットを経y して当社のst 取引シスDu を利用することにより行われます。st 取引シスDu を利用した取引は、sz での取引とは{ なる
| 自のリスクが存在します。st 取引シスDu での取引の場合、�� のP} に~� を• さないため、お客様が��H の入€ を• った場合、意
 した�� が� 定しない、あるいは意
 しない��が� 定する可能性があります。st 取引シスDu は、当社またはお客様自身の通� 6 シスDu �

‚ の!" 、通� 回ƒH の"„ 6…† 、�‡ˆ� の"„ 、あるいはst 取引シスDu そのものの"

„ など様々なv‰ で一時的または一定期間にわたって利用できない状� がŠ こる可能性、あるいはお客様の��H の指0 の当社シスDu] の‹Œ 6 未• により�� が無効となる可能性があります。また何らかのv‰ でst 取引シスDu が利用できない場合は一切の�� などの取引6N� 行為が行えないリスクがあります。st 取引シスDu 上でŽ0 される価格�‡ は、必ずしも市場の実� を• 確にŽ0 しているとは� りません。市場が急激に変動した場合、Ž0 される価格�‡ は
‹ れ•‘ となり、st 取引シスDu 上の価格�‡ と市場の実� 価格との間で’“ がN� する可能性があります。st 取引シスDu を利用する際に用いられる口座番号、” ー• ー–—、˜ スMー™

cdš ー› ス6œ ンH の�‡ が、•ž 、žŸ などにより  れた場合、その�‡ を第¡ 者が¢ 用することによりお客様に損失がN� する可能性があります。  12. 	£ 変更に関するリスク              将来において外国為替取引H に関する¤ 制�	� が変更され、外国為替証拠金取引が¥ 状より不利な取¦ いとなる可能性があります。          13. その> のリスク            上記のリスクは外国為替証拠金取引に伴う§¨ 的なリスクを©ª に«¬ するものであり、外国為替証拠金取引に�� る一切のリスクを  れなく0 すものではありません。その> 外国為替証拠金取引の­® ¯ およd リスクについてお客様は十分に理解する必要があります。なお、これらのリスクに関する«¬ のう° 、その意‘ が理解できない用± がある場合には、本«¬² 、外国為替証拠金取引�q 第³ 条� 外国為替証拠金取引´�™ µ ックH を¶· することとし、これらを¸ んでもその用± の意‘ を理解できない場合には当社¹ 当者に必ずº い合わせを行ってください。     
$ �$ �$ �$ ��������	
%�������	
%�������	
%�������	
% &&&&' '''() ()()() *+,�*+,�*+,�*+,� ����   金融商品取引業者は、金融商品取引	c d 関»	£ の� 定により、金融商品取引H に関して¼のような行為は½止されています。 1. お客様に対し、利益を� ずる$ が確実であると• 解させるべき¾定的¿¾ を=À してP 託Á�

H のÂÃ をÄÅ すること 2. お客様に対し、損失の全部若しくは一部をe¹ することを� し、又は利益を保証して、P 託Á

�H のÂÃ をÄÅ すること 
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3. 取引の件Æ又はÆÇ 、対価の額又は� 定Æ(H お客様の同意を得ないで定めることができることを内r とするP 託Á�H のÂÃ をÄÅ すること 4. P 託Á�H のÂÃ のÄÅ の要È をしていない一É` 客に対し、Êº し又はsz をかけて、P 託
Á�H のÂÃ をÄÅ すること 5. P 託Á�H のÂÃ のÄÅ をP けたお客様が当該P 託Á�H をÂÃ しないË の意Ì （当該ÄÅ を引きÍ きP けることをÎÏ しないË の意Ì を,- ）をŽ0 したにもかかわらず、当該ÄÅ をÐÍすること 
� . P 託Á�H をÂÃ しないで、外国為替証拠金取引のP 託H をし、お客様をÑÒ することによりそのÓÔ をÕ めること 
� . P 託Á�H にÖ× く外国為替証拠金取引のP 託H をすることその> の当該P 託Á�H にÖ×くØ 務の全部又は一部のÙ 行をÚÛ し、又は不当に‹Œ させること 
J. P 託Á�H にÖ× くl 託者などの計Ü にÝ する金Þ 、有価証ß その> の財b 又はl 託証拠金その> の保証金をàá の相場を利用することその> 不• の� により取得すること 
Q. 外国為替証拠金取引のP 託H の動向その> 業務上知り得た�) の�‡ にÖ× いて自T 又はl託者H 以外の第¡ 者の利益を
 る目的を持って、外国為替証拠金取引のP 託H をすること 1f .外国為替証拠金取引について�� たお客様の損失の全部又は一部をâã し、又はこれらについて�� たお客様の利益にÓä するため当該お客様に財b 上の利益を=À するË を当該お客様に対しå しæ¯ 、又は�ç すること 11.外国為替証拠金取引について�� たお客様の損失の全部又は一部をâã し、又はこれらについて�� たお客様の利益にÓä するため当該お客様に対し財b 上の利益を=À すること 12.その取り¦ うお客様に関する�‡ のè 全* 理、従業者のéêc d 当該�‡ の取り¦ いをl 託する場合はそのl 託先のéê について、当該�‡ の ë 、ì 失又はき損の防止を
 るために必要かつ適切な�� をí ること 13. その取り¦ うお客様に関する~p 、� 条、îA 、本ïA 、保ðñò 又はóô 経õ についての
�‡ その> の�) の非ö 開�‡ を適切な業務の÷ø の確保その> 必要とÔ められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための�� をí ること 14. 外国為替証拠金取引のP 託H （証拠金その> の保証金を預託するRS 金融先物取引に� る）につき、お客様に対し、通貨H 、金融指標、RS 金融89 ション又は� 定する89 ションの売り
} け又は買} けその> これにù ずる取引と対当する取引（これらの取引から�� 得る損失をú 少させる取引をû う）のÄÅ その> これにüý する行為をすること 15. P 託Á�H のÂÃ をÄÅ する目的があることを一É` 客にあらか� め¬0 しないで当該一É

` 客をþ めてP 託Á�H のÂÃ をÄÅ すること 1� . あらか� めお客様の意Ì を確Ô しないで、お客様の計Ü において外国為替証拠金取引のP 託
H をすること 1� . 金融商品業者が、s• 通� 回ƒ に接Í しているst 計Ü� を利用してその業務を行う場合において、お客様が当該金融商品取引業者を> の者と•Ô することを防止するための適切な�� を講� ないこと 
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1J. RS 金融先物取引について、金融商品取引業者が通貨H 、金融指標又はRS 金融89 ションの売り} けの価格c d 買} けの価格の双方がある場合に、これらの価格を同時に=0 しないこと 1Q. RS 金融先物取引について、金融商品取引業者がl 託者H の取引時にŽ0 した通貨H 、金融指標又はRS 金融89 ションの価格を、当該価格の=0 を要Õ した当該l 託者H に=0 しないこと 2f . 金融商品取引業に係るst�‡ 処理®織の* 理を十分にしないこと 21.お客様から反社会的な�€ でないË の確� を徴収し、その内r がàá であるとÔ められたときに、当社より当該Á� 解除をí ること 22.お客様が反社会的�€ に該当するとÔ められたときに、当社より当該Á� 解除をí ること 23.お客様が暴€ 的な要Õ 行為、	 的な責任を超えた不当な要Õ 行為H を行い、当社がÁ� をÐÍしがたいとÔ めたときに、当社より当該Á� 解除をí ること     
----    ���� �������	
�������	
�������	
�������	
 &&&&' '''() ()()() ././././ ���� 取引を開始するに当り、必要な/ れの概要は¼の通りです。 1. 取引口座開設にあたっての� 意$ 項 お客様が当社下記所定の方	 により、当社に取引口座の開設をåæ 、当社が当該åæ 内r を審査したうえ、取引口座が開設されます。 ①2f 歳以上であること ②常に� ンx ーX ットをご利用いただける�
 があること ③当社と常にsz 、st メールで» 絡が取れる�
 があること ④本«¬² の交} をP けること 本«¬² の内r をよくお¸¯ になり、外国為替証拠金取引の­® ¯ とそのリスクを十分にごÔ識6 理解の上、お客様ご自身の¿¾ と責任において取引を行うË の「op�� 6�q 同意の確Ô」に署名、ご捺印の上、= 出してください。     ⑤外国為替証拠金取引の開始にあたっては、当社に対して、$n に「口座開設åæ² 」6「マX ーロンダリング� 制覚² 」6「口座開設用調査票cd` 客カー™」H に必要$ 項をご記入6 ご捺印いただいたもの、氏名6 住所c d� 年月日を記載するご本~ であるË の本~ 確Ô²üc d その> 当社が定める²ü を= 出してください。 2. 証拠金の入金 外国為替証拠金取引口座の開設にあたり、$n に取引開始時預入金額以上の証拠金の差し入れを行います。この証拠金は当社が指定する金融� 関の証拠金H` 客預託口] 入金してください。 ※初回、レギ3Y ー口座は 5f 万+ （ミ2 口座：5万+ ）以上をご入金ください。 3. 取引口座開設通知 当社の指定金融� 関口座にお客様からの入金が確Ô できた時点で、” ー• ー–—6口座番号6˜ ス
Mー™6š ー› スœンを当社よりN 行します。口座番号、” ー• ー–— cd˜ スMー™、š ー› ス6

œンは二通のst メールに分けてˆ� いたします。これにより、お客様が取引を開始していただ
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くことができます。 4. �� のN�  外国為替証拠金取引の�� は、当社が� ンx ーX ット上に設定した専用の取引š� トから行います。「Horizon ProⅡ」の使用にあたっては、ダウンロー™バージョンをおÄ めいたします。szでも対応させていただきますが、sz�� の�Æ 料は) 途料金になりますので、ご� 意ください。 ①取引口座開設時に交} された” ー• ー–— cd˜ スMー™にて取引š� トにログ� ンします。 ②�� にあたっては¼の$ 項を取引画面に従って、入€ 6 指0 します。 ＊��pü （成行�� 、指(�� 、逆指(�� 、ＯＣＯ�� 、ＩＦ－Ｄｏｎｅ�� ） ＊取引銘柄 ＊売り又は買い ＊取引価格の指定（成行�� 以外の場合） ＊�� の有効期間（—aily-当日有効、GTF-7 末まで有効、GTC-取消まで有効） ＊枚Æ(取引単位) ＊= 出 ＊確Ô  ③�� の成立 
�� の成立については、ログ� ン後の取引š� トの· 会画面にて確Ô することができます。 ④�� の取消6 変更 成行�� 以外の�� については当該�� が未成立の場合、その�� の取消又は変更を行うことができます。 ⑤ポジションンの確Ô  ポジションについては、ログ� ン後の取引š� トの· 会画面にて確Ô することができます。 ⑥決済 本取引の決済は、反対取引の¯ において行います。P け渡しによる決済は行いません。  5.5.5.5.    外国為替証拠金取引外国為替証拠金取引外国為替証拠金取引外国為替証拠金取引のののの仕組仕組仕組仕組みについてみについてみについてみについて     外国為替証拠金取引は金融商品取引	 第2条第22項に� 定するRS デリバDィµ 取引のう° 同項第 1 号に� 定するRS 金融先物取引であり、取引所l 託取引ではありませんので、お客様と当社のカバー取引先との取引となります。外国為替証拠金取引に使用される外国為替レートは� ンxーバンク市場実� 取引相場をもとに当社のカバー取引先がお客様に=0 するレートです。 1. 取引銘柄6 取引単位 当社の関» ホーu ページ又は「Horizon FX」取引概要、「Horizon FX MINI」取引概要を必ずご
¶· ください。 2. 証拠金 当社の関» ホーu ページ又は「Horizon FX」取引概要、「Horizon FX MINI」取引概要を必ずご
¶· ください。 
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3. 価格の=0 とpü  価格はo 銘柄の左側にŽ 記される通貨に対して右側にŽ 記される通貨での価格Ž 記とされます。価格の=0 は当社のカバー取引先がリアルx�u で取得する� ンx ーバンク実� 外国為替相場に
Ö× いて、市場/ 動性H の要素を勘案の上、決定した価格にて行います。お客様が売り} ける場合の価格、買い} ける場合の価格を同時=0 します。これらの売り} け価格と買} け価格には差があります。この差は市場の相場状� により拡大することがあります。 
¼の２pü の価格が使用されます。 ①マーケットレート 外国為替証拠金取引の成立のÖù となる価格として当社のカバー取引先が実� 為替レートにÖ

× いて=0 する価格。�� に使用する価格を指します。�Æ 料相当金額がä‘ されるn の価格です。 ②O玉(  マーケットレートにÖ× いて取引が成� した場合に�Æ 料相当金額を当該マーケットレートに反映させた価格となります。O玉( がお客様と当社の最終的なÁ� 価格となります。 4. 取引日c d 取引時間(下記の時間Ž0 はすべて日本時間です。) 取引日は当社の外国為替証拠金st 取引シスDu が利用可能な時間となります。下記取引h 行ができない時間< を除く全日（日本が1 日H の休日であっても取引可能です）。 ①冬時間 土曜日の午n � :ff ～月曜日の午n J:ff  夏時間  土曜日の午n 5:ff ～月曜日の午n J:ff  ②� 定日（当社が指定する非取引日：元日、クリスマスH ） 上記①cd ②の時間< に取引h 行はできませんが、シスDu のログ� ン、取引ÙõH のop·会は可能です。 取 引 時 間 
 ＊シスDu に夏時間6冬時間の• 確な切替日については当社のホーu ページ上でお知らせします。 ＊取引日の夏時間 AM� :ff (冬時間 AM� :ff )直後の５分の間にシスDu メンD� ンスを行うために、取引できない場合がありますのでご了承ください。 ＊海外の休日H のため取引時間が短縮される場合があります。この場合は$n にお知らせします。 ＊上記の取引時間< であっても� ンx ーバンク外国為替市場H の金融市場が� 能しない場合は、予告なくお取引を短縮又は中¾することがあります。 5. ポジションの両O て 

＜夏時間＞ 月曜日取引日：月曜日 AM8:00～火曜日 AM6:00 火曜日取引日：火曜日 AM6:00～水曜日 AM6:00 水曜日取引日：水曜日 AM6:00～木曜日 AM6:00 木曜日取引日：木曜日 AM6:00～金曜日 AM6:00 金曜日取引日：金曜日 AM6:00～土曜日 AM5:00 
＜冬時間＞ 月曜日取引日：月曜日 AM8:00～火曜日 AM7:00 火曜日取引日：火曜日 AM7:00～水曜日 AM7:00 水曜日取引日：水曜日 AM7:00～木曜日 AM7:00 木曜日取引日：木曜日 AM7:00～金曜日 AM7:00 金曜日取引日：金曜日 AM7:00～土曜日 AM6:00 
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同時に同口座内において同� 通貨ペアで売り買い両方のポジションをO てることをお客様のご¿

¾で行うことは可能ですが、①スMッ9 ポ� ントにより逆• ヤが�� 、お客様のコストとなること②売(c d 買( に価格差があるため、お客様がス9 レッ™より二重e¹ することとなるH というデメリットがあり、経済合理性を欠ける取引であるためおÄ めしません。 
� . �� のpü  お取引に際しましては、¼のpü の�� があります。 ①成行��  

¥ 在の市場レートで、一番良いとÌ うレートで即座に取引を行えます。新� に直° にポジションを作りたい場合� 、既に持っているポジションを直° に決済したい場合に利用します。 ＊取引可能な価格が画面上に常にŽ0 6 自動更新されます。Ž0 中のマーケットレートをクリックすることでそのマーケットレートでの取引が成立します。 ＊� ンx ーX ットの接Í�
¢� により取引動作� 号の当社] の到達の‹Œ が�� たり、未達が
�� た場合H は�� が無効となることがあります。必ず��· 会画面で成立のご確Ô をお願いします。 ②指(��  
¥ 在のマーケットレートよりè い価格で買いたい又は¥ 在のマーケットレートより高い価格で売りたい場合に用いる�� 方	 です。 ＊マーケットレートより 1f œ ッ9 ス以上差( での�� となります。 ＊お客様の指定した( と同一にならない場合があります。 ③逆指(��  
¥ 在のマーケットレートよりè い価格で売りたい又は¥ 在のマーケットレートより高い価格で買いたい場合に用いる�� 方	 です。 ＊マーケットレートより 1f œ ッ9 ス以上差( での�� となります。 ＊お客様の指定した( と同一にならない場合があります。 ④»Í�� （–F-—one） 新� 取引である³¼�� の取引が成立した時点で³¼�� の反対取引である２¼�� を有効にし、»Í させる�� 方	 です。2 ¼�� は³¼�� が成立するまでは、たとえ取引条件が合致してもh 行されません。 ＊³¼�� はマーケットレートより1f œ ッ9 ス以上差( 、³¼�� の反対取引である2¼�� も、
³¼�� 指定レートより 1f œ ッ9 ス以上差( での�� となります。 ＊お客様の指定した( と同一にならない場合があります。 ⑤OCO ��  同� 取引の方向（売りと売り、買いと買い）で、片方をマーケットレートより高い( 、もう片方をマーケットレートより; い( で�� を同時に出しておき、いずれか一方が成立したら自動的にもう片方がキャンセルとなる�� 方	 です。�＊片方はマーケットレートより 1f œ ッ9 ス以上の差( 、マーケットレートを挟んで³ セットとする指( と逆指( の間に 3f œ ッ9 ス以上の差( での�� となります。�
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＊お客様の指定した( と同一にならない場合があります。�

� . �� の有効期間 成行�� 以外の�� においては、有効期間を指定することができます。 ①—aily-当日有効 
�� を出した当取引日の¯ 有効。その取引日の市場クロー5 まで有効で、未成� の場合には自動的にキャンセルされます。 ②GTF-7 末まで有効 
�� を出した日がÝ する7 の金曜取引日の市場クロー5 まで有効、未成� の場合には自動的にキャンセルされます。但し、一7 間の間にほとんどの国際マーケットが休場になり、取引が中
¾された場合には、その時点で失効されます。そのあと、市場が再開しても改めて�� を設定しなければなりません。 ③GTC-取消まで有効  キャンセルされない� り有効になります。 ＊GTCを�� し、成� された場合には、スリページが生じる可能性があります。 

J. �� の変更6 取消 ①�� 変更 成行�� 以外の�� においては、取引が成立するn までは、�� 変更画面より変更指0 ができます。 ＊取引成立済の�� の変更はできません。 ②�� 取消 成行�� 以外の�� においては、取引が成立するn までは、�� 変更画面より取消指0 ができます。 
Q. ロール8 ーバー制度 外国為替証拠金取引では、バリ3 ーデートを自動的に繰りŒべることができます。これを「ロール8 ーバー」といいます。通常、外国為替取引（� ンx ーバンク市場）は売買日後の第 2 ø 業日の決済日に通貨の交換を行います（「為替直物取引（スポット取引）」）。本取引では、為替直物取引のレートをÖù に売買しますが、お客様の口座のポジションは、翌ø 業日に持° 越すことが可能です。このように決済期� を繰Œべる方	 をロール8 ーバー制度といいます。ロール8 ーバーを繰り返すことにより、Ã� として決済期� を無期� にŒ長することができます。つまり、お客様は長期間ポジションを保持することにより、期� を• にすることなく取引することができます。ロール8 ーバーする場合、その日の終( が評価損益の評価( となり、この評価( にÖ× いてÜ 定された評価損益が、取引証拠金の有効証拠金に反映されます。 1f . 金利相当金額（スMッ9 金利） スMッ9 金利はポジションをロール8 ーバーする際に金利差を調整することによりN� する利息のことを指します。高金利通貨を買って、; 金利通貨を売る場合はN� する金利差をP け取り、高金利通貨を売って、; 金利通貨を買う場合はN� する金利差をKL うことになります。 ＊適用した金利相当額は取引š� ト上に=0 します。 
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＊同一通貨において当社が=0 するお客様がP 取る金利相当額とKL う金利相当額とは差{ があります。 11. ロスカット制度 月曜取引日のマーケット8 ー9 ンから金曜取引日のマーケットクロー5 までの間に、お客様口座の保有ポジションの証拠金維持率（有効証拠金/必要証拠金）が 25％を下回らない� り、お客様のご自身の¿¾ で、Óä 入金するか、ロスカットか、このままÐÍ ポジションを持つかという選択ができます。但し、金曜取引日の市場のクロー5 の時点で、お客様の証拠金維持率が 1ff ％を満たしていない場合、金曜取引日の市場の終( を用いて証拠金維持率の 1ff ％に達すまで自動的に決済がh 行されます。 ＊7 の間に休場日があった場合、n 日同様にお客様の証拠金維持率を 1ff ％に達すまで調整します。 ＊取引時間内に、お客様口座の保有ポジションの証拠金維持率が 25%を下回った場合、その( 洗い計Ü し、25%を下回った時点のレートでお客様の全部又は一部のポジションに対して、反対取引を実行します。ロスカットがN 動した場合、st メールで通知するš ー› スがあります。 ＊当社の通知メールš ー› スは、必ずしもその都度N送とは� りません。シスDu 上の理y によ り、通知メールのN送ができない場合がありますので、ご了承ください。 ＊お客様の未決済ポジションが自動的に成行�� で決済されます。 ＊複Æ未決済ポジションがある場合に、自動ロスカットを実行する順は、新しくN� された��  から行われます。 ＊ロスカットは、お客様の損失拡大をロスカットポ� ント金額で• 確に阻止することを保証するものではありません。マーケットレートが急激に変動する場合、自動ロスカットより下回るレートで� 定する可能性� 、マ�� スとなりÓä 入金が必要となる可能性があります。 12. 決済とØ 務の清Ü  本取引の決済は反対取引により行います。外貨P 渡しによる決済は行いません。決済により実¥した損益は証拠金残高に即時に反映し清Ü されます。 13. 証拠金の入出金 お客様と当社の間の証拠金授P は、すべてZ 行振æにて行います。¥ 金� 小切� 、� 形H での入出金はできません。P 入は日本+ 又は> の通貨です。 ①� お客様が当社に証拠金を入金する場合 当社のホーu ページ上にö 開している証拠金H` 客預託口名義の預金口座] の振æをお願いします。入金確Ô が取れ¼第、お客様取引口座の証拠金残高に反映します。 ＊ 新� の入金 新� 口座開設で入金される場合は、氏名の後ろに必ず「シンキコウ• 」と入€ して下さい。Z行振æの入金控え² のコœーを必ず当社にファックス又は郵送してください。 ＊ Óä 入金 お振æ時に、おkj~ 名入€ 欄内に必ず取引口座名義のお名nc d 取引口座番号か” ー• ーＩＤを入€ してください。おkj~ 名の確Ô ができない場合� 取引口座名義の` 客氏名c d 取引
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口座番号か” ー• ーＩＤを¬ 記されていなかった場合は、P} いたしかねますのでご了承ください。   
Z 行振æの入金控え² のコœーを必ず当社にファックス又は郵送してください。 
� 字制� のため上記通り入€ できない場合は、お振æ後当社にご» 絡ください。その際取引口座番号か” ー• ー–—の=0 をÕ められますので、ご用意ください。 ＊ 入金時のご� 意 Ⅰ お振ækj~ 名は取引口座名義本~ に� ります。  Ⅱ 取引口座番号か” ー• ー–—について、記入  れ� � 字制� のため入€ 不能の場合に» 絡を   

í りますと、お客様の識) が&' となり、入金処理を行いません。この場合、お客様からご
» 絡があるまでは取引口座に反映されません。ご了承ください。  Ⅲ Óä 入金について、当社: 通Z 行口座に 15 時n までにお振æ¯ 頂いた分は、当ø 業日の 1J時までに取引口座に反映させます。それ以後、翌ø 業日 Q時までのご入金は確Ô でき¼第、当日の 1f 時 3f 分までに取引口座に反映させます。お客様からのご入金がþ 中する際その>偶N 的$ 象によりお客様の口座] の反映が若干‹ れる場合もありますので、ご了承下さい。つきましては時間に余裕を持って入金を行ってください。 Ⅳ 上記Ⅱcd Ⅲ記載の$y による振æ金の取引口座] の反映の‹ れH について、当社は一切の責任をe いませんので、予めご了承ください。 ②お客様が当社より証拠金の返還をP ける場合 お客様が返還証拠金をP 取るためのZ 行口座（お客様名義に� ります）を取引口座開設時に登録してください（口座開設後² 面にて変更することも可能です）。 当社カスx マーš ポート] 又はログ� ン後の出金画面にて出金指0 を行ってください。 （1）出金金額の指定 ログ� ン後の出金画面の出金最; 金額は³ 万+ からとなります。但し、当社カスx マーš ポート] の出金指0 を行った場合にはこの� りではありません。 （2）出金指0 日と出金処理日 ＜夏時間＞                         ＜冬時間＞ 
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���  !'#$$%+��  !,#$$ � &��� � ���  !)#$$%+��  !'#$$ � &���*全額� 託のため、� 託Z 行の出金�Í きにより、当社の送金処理が‹ れる可能性がありますので、あらか� めご了承下さい。 *取引日終了時間（ロール8 ーバー）n の出金kj に関しては、翌ø 業日 15 時までに送金処理をいたします。又、ロール8 ーバー後のkj に関しては翌翌ø 業日に送金処理させて頂きます。 ＊出金kj が一時þ 中もしくは、その> 偶N 的$ 象がある場合は振替�Í きが若干‹ れる恐れが
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ありますので、ご了承ください。但し、そのときの相場変動H により証拠金に不足がN� しているなど、返還できない場合もあります。 ＊シスDu に夏時間6冬時間の• 確な切替日については当社のホーu ページ上でお知らせします。 ＊日本における1 日H のZ 行休業日は出金処理日となりません。この場合は翌Z 行ø 業日となります。 ＊国内c d 海外出金振æ�Æ 料は当社にてe¹ しますが、海外Z 行からのP 取�Æ 料はお客様の
e¹ となります。 ＊いったん出金指0 を出された場合、取消はできません。 14. 取引口座内の資金移動 ログ� ン後の取引口座内の資金移動の最; 金額は³ 万+ からとなります。但し、当社カスx マー

š ポート] の資金移動指0 を行った場合にはこの� りではありません。 15. st 的方	 により交} する² 面 当社がお客様に対して外国為替証拠金取引に関して交} する² 面については、紙媒体の交} に代えて WEB上、P—Fもしくは E-mail H を通� たst 的方	 により交} します。 
st 交} の対象² 面は、①外国為替証拠金取引に関する�qü cd 本取引«¬² 、②l 託証拠金
H のP 領に係る² 面、③取引‡ 告²c d 取引残高‡ 告² 、④その>` 客に対して交} する² 面。  6.6.6.6.    金融金融金融金融商品商品商品商品取引及取引及取引及取引及びびびび受託等受託等受託等受託等にににに関関関関するするするする主要主要主要主要なななな用語用語用語用語     用用用用        語語語語    説説説説                                                        明明明明    一É お客様 金融商品取引	 に� 定されるお客様分ü を指す。. に個~ 投資家を対象としており、一定以上の資本金の[\ 会社� 金融商品取引業者、金融� 関などが除外される。 
–F done order 相場が動いて、当初に出してあった8 ーダーが成立（ダン：—one）した時に、その成立したポジションにÖ× いて、さらに¼の8 ーダーを有効にするという場合の�� の出し方。 
� ンx ーバンク市場    Z 行間取引のことです。この市場の取引¶ä 者は金融� 関、大� 証

ß 会社などです。¶ä 者は、直接または間接（仲• ：µ ローキング）に通貨を取引する。 相対取引 売る~ と買う~ とが直接取引をすること。取引所が• 在しない取引。 
st 交}  取引‡ 告² などお客様向けに交} する²ü を² 面によらないで�ンx ーX ットなどを通� てst 的に閲覧可能とする交} 方	 。 
RS 取引 取引所にお客様の�� を取り¼がず、取引業者自らが取引の相� 方となり�� を成立させる取引。OTC 取引ともいう。外国為替証拠金取引は通常 OTC取引で行われる。 取引所取引 取引所で買い�� と売り�� を} け合せて取引を成立させる取引。 
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˜ スMー™ 8 ンY� ン取引H において” ー• ー| 自の取引画面にログ� ンする際に本~ であることのÔ 証を行うためのÆ字6 記号のˆ 列。 
P け渡し 外貨とその対価となる通貨を交換すること。 
O玉(  マーケットレートにÖ× いて取引が成立した場合に�Æ 料相当額を当該マーケットレートに反映させた価格。 差金決済 ¥ 物のP 渡しをせずに反対売買による差額の授P で決済を行うこと。 証拠金 個) 外国為替証拠金取引に関してN� する可能性のあるお客様の当社に対するØ 務のÙ 行を確保するためにお客様が当社に対して預託する金Þ のこと。 ス9 レッ™ 通貨の買( と売( の差額。差額が少ないほどお客様にかかるコストは; くなります。 損切り 当初の予%とは逆の方向に相場が動き出し、ポジションをそのまま放� すると潜在的な損失が大きくなりそうな場合、早めに反対売買を行って­ 切り、¥ 状の損失に抑えようとする行為のこと。 ツーウW�9Y� ス 売( と買( を両方同時に=0 すること。 マーケットレート 個) 外国為替証拠金取引の成立のÖù となる価格として当社のカバー取引先が実� 為替レートにÖ× いて=0 する価格。 取引日 当社の外国為替証拠金st 取引シスDu が利用可能な時間をû い、月曜日当社の開始時間から金曜日の市場のクロー5 までとする。 
ø 業日 月曜日から金曜日までの午n Q時から午後 � 時までの時間をû う。（日本における1 日H のZ 行休業日を除く） 夏時間 高緯度A 方の国などが、夏の期間の日· 時間を有効利用するため、標ù 時よりも³ 時間進める制度。�f カ国以上が採用している。 
( 洗い すべての未決済ポジションを¥ 在価( に· らし合わせて再評価すること。 バリ3 ー6 デート 決済日のこと。為替のスポット（直物）取引では、vw 的に取引日の 2 ø 業日後となる。 レバレッジ てこのv 理に� え投資の世界では、「小さな€ で大きな物を動かす」（＝小額資金で大きな資金の取引をすること）を意‘ する。レバレッジ効� が大きいほど、損益変� の相場変動に対する感応度が高まるから、ハ� リスクハ� リx ーンとなる。 
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